
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
提
出

質

問

第

二

四

六

号

麻
生
副
総
理
兼
財
務
大
臣
の
「
セ
ク
ハ
ラ
発
言
報
道
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

尾

辻

か

な

子

246



麻
生
副
総
理
兼
財
務
大
臣
の
「
セ
ク
ハ
ラ
発
言
報
道
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

週
刊
誌
報
道
に
よ
れ
ば
、
麻
生
財
務
大
臣
は
二
〇
一
八
年
四
月
十
二
日
に
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
で
行
わ
れ
た
記
者
と
の

懇
親
会
で
、
「
次
官
の
セ
ク
ハ
ラ
、
さ
す
が
に
辞
職
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
」
と
発
言
し
た
記
者
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に

発
言
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

発
言
�

だ
っ
た
ら
す
ぐ
に
男
の
番
（
記
者
）
に
替
え
れ
ば
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
な
あ
そ
う
だ
ろ
？

発
言
�

ネ
タ
を
も
ら
え
る
か
も
っ
て
そ
れ
で
つ
い
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
。
触
ら
れ
て
も
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。

発
言
�

だ
か
ら
、
次
官
の
番
を
み
ん
な
男
に
す
れ
ば
解
決
す
る
話
な
ん
だ
よ
。

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
で
は
以
下
を
定
め
て
い
る
。

第
六
条

事
業
主
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
性
別
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

一

労
働
者
の
配
置
（
業
務
の
配
分
及
び
権
限
の
付
与
を
含
む
。
）

ま
た
、
女
性
活
躍
推
進
法
に
お
い
て
は
、
自
社
の
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
状
況
に
関
し
て
、
状
況
把
握
、
課
題
分
析
を
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
項
目
の
一
つ
と
し
て
、
「
職
場
風
土
・
性
別
役
割
分
担
意
識
」
が
設
定
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、

一



「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
関
す
る
各
種
相
談
窓
口
へ
の
相
談
状
況
」
が
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

女
性
活
躍
推
進
法
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
の
附
帯
決
議
で
は
、
「
十
五

男
女
を
問
わ
ず
職
業
生
活
を
営
む
上
で
障
害
と
な

る
、
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
一
元
的
に
対
応
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
事
業
主
の
措
置
を
促
す
こ
と
を
検
討
す
る
と

と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
向
け
て
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等
関
連
す
る
法
律
の
改
正
を
積

極
的
に
検
討
す
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

女
性
の
活
躍
を
う
た
い
、
働
き
方
改
革
を
重
要
課
題
に
掲
げ
る
安
倍
内
閣
に
お
い
て
、
副
総
理
大
臣
が
民
間
企
業
に
対
し
均

等
法
違
反
を
推
奨
し
、
ま
た
女
性
活
躍
推
進
法
の
附
帯
決
議
に
逆
行
す
る
よ
う
求
め
た
と
す
れ
ば
、
大
き
な
問
題
と
考
え
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

問
一

麻
生
副
総
理
兼
財
務
大
臣
が
、
右
記
発
言
�
、
�
、
�
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
は
事
実
か
。
ま
た
、
政
府
は
麻
生
大

臣
が
右
記
発
言
を
し
た
か
ど
う
か
調
査
し
た
か
。

問
二

こ
の
席
に
、
河
野
太
郎
外
務
大
臣
が
同
席
し
て
い
た
の
は
事
実
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
河
野
外
務
大
臣
は
麻
生
副
総
理

兼
財
務
大
臣
が
、
右
記
発
言
�
、
�
、
�
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
を
聞
い
て
い
る
か
。
ま
た
、
政
府
は
河
野
大
臣
が
右

記
発
言
を
聞
い
て
い
る
か
ど
う
か
調
査
し
た
か
。

二



問
三

財
務
次
官
の
「
番
記
者
」
を
誰
に
す
る
か
と
い
う
配
置
に
つ
い
て
、
事
業
主
は
、
労
働
者
の
性
別
を
理
由
と
し
て
、
差

別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

第
六
条
第
一
号
）
。
も
し
も
法
を
遵

守
す
べ
き
閣
僚
が
、
民
間
報
道
機
関
の
社
員
に
対
し
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
配
置
を
換
え
る
よ
う
な
発
言
を
し
た

場
合
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
違
反
を
推
奨
し
た
疑
い
が
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

問
四

ま
た
参
議
院
内
閣
委
員
会
は
、
男
女
を
問
わ
ず
職
業
生
活
を
営
む
上
で
障
害
と
な
る
、
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
一

元
的
に
対
応
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
事
業
主
の
措
置
を
促
す
こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
（
女
性
活
躍
推

進
法

参
議
院
内
閣
委
員
会
・
附
帯
決
議
）
。
も
し
も
法
を
遵
守
す
べ
き
閣
僚
が
、
民
間
報
道
機
関
の
社
員
に
対
し
、
女

性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
配
置
を
換
え
る
よ
う
な
発
言
を
し
た
場
合
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
が
職
業
生
活
上
の
障
害
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
附
帯
決
議
に
逆
行
す
る
よ
う
な
措
置
を
事
業
者
に
推
奨
し
た
疑

い
が
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

問
五

麻
生
副
総
理
の
発
言
�
、
�
、
�
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
違
反
を
推
奨
し
た
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。

問
六

麻
生
副
総
理
の
発
言
�
、
�
、
�
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
附
帯
決
議
に
逆
行
す
る
よ
う
な
措
置
を

三



事
業
者
に
推
奨
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

問
七

安
倍
政
権
の
掲
げ
る
「
女
性
の
活
躍
」
に
と
っ
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
は
喫
緊
の
課
題
と
な
る
は
ず
だ
が
、
麻
生
副

総
理
の
発
言
�
、
�
、
�
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
「
女
性
の
活
躍
」
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

問
八

人
事
院
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
」
「
こ
れ
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
？

理
解
度
チ
ェ
ッ
ク
」
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
の
中
で
、
セ
ク
ハ
ラ
に
該
当
す
る
も
の
は
何
か
。
ま

た
、
同
「
こ
れ
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
？

意
識
度
チ
ェ
ッ
ク
」
に
挙
げ
ら
れ
た
項
目
の
中
で
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
も
の
は
ど
の
項
目
と
考
え
る
か
。
政
府
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
と
く
に
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
政
府
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
宴
会
な
ど
で
場
が
盛
り
上
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
性
的
な
話
題
を
取
り
上
げ
て
も
構
わ
な
い
と
思
う
。
」

�

「
職
場
環
境
が
悪
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
卑
猥
な
冗
談
を
言
う
く
ら
い
は
構
わ
な
い
と
思
う
。
」

�

「
飲
み
会
な
ど
で
、
部
下
な
ど
の
異
性
関
係
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
は
、
必
要
な
情
報
交
換
で
あ
り
、
問
題
な
い
と

思
う
。
」

�

「
仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
対
外
交
渉
は
男
性
向
き
、
総
務
系
統
は
女
性
向
き
と
い
う
よ
う
に
、
性
別
に
よ
る
適

四



性
が
あ
る
と
思
う
。
」

問
九

問
八
の
観
点
か
ら
、
女
性
記
者
に
対
し
「
キ
ス
し
て
い
い
？
」
等
の
発
言
を
行
い
、
女
性
記
者
を
不
快
に
さ
せ
た
福
田

事
務
次
官
の
発
言
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
相
当
す
る
か
。

問
十

麻
生
副
総
理
の
発
言
�
に
あ
る
よ
う
な
、
「
だ
っ
た
ら
す
ぐ
に
男
の
番
（
記
者
）
に
替
え
れ
ば
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
い

か
。
」
と
い
う
意
見
と
、
政
府
見
解
は
同
じ
か
。
同
発
言
は
、
上
記
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
「
仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
対

外
交
渉
は
男
性
向
き
、
総
務
系
統
は
女
性
向
き
と
い
う
よ
う
に
、
性
別
に
よ
る
適
性
が
あ
る
と
思
う
。
」
に
該
当
す
る
と

思
う
が
、
政
府
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

問
十
一

麻
生
副
総
理
の
発
言
�
に
あ
る
よ
う
な
、
「
セ
ク
ハ
ラ
と
受
け
取
ら
れ
る
発
言
を
同
席
し
た
女
性
に
対
し
行
っ
た
と

し
て
も
、
身
体
に
触
れ
て
い
な
け
れ
ば
セ
ク
ハ
ラ
に
は
相
当
し
な
い
」
と
い
う
意
見
と
、
政
府
見
解
は
同
じ
か
。
同
発
言

は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
相
当
す
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

問
十
二

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
に
財
務
省
が
発
表
し
た
「
福
田
事
務
次
官
に
関
す
る
報
道
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
」
の
な

か
で
、
福
田
財
務
次
官
か
ら
の
聴
取
結
果
と
し
て
、
「
時
に
は
女
性
が
接
客
を
し
て
い
る
お
店
に
行
き
、
お
店
の
女
性
と

言
葉
遊
び
を
楽
し
む
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
。
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
問
題
の
音
声
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
、
聴
取
結
果
で

五



話
し
た
「
言
葉
遊
び
」
と
い
う
表
現
自
体
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
も
同
じ
認
識
か
。

問
十
三

報
道
さ
れ
て
い
る
福
田
財
務
次
官
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
「
前
後
の
会
話
を
確
認
す
れ
ば
セ
ク
ハ
ラ
に
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
も
同
様
か
。

問
十
四

今
回
の
問
題
は
、
福
田
財
務
次
官
が
「
人
事
院
規
則
に
の
っ
と
っ
た
責
務
」
を
は
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
女
性
社
員
が
名
乗
り
で
る
必
要
性
は
な
い
と
考
え
る
が
、
財
務
省
は
、
今
回
の
調
査
で
何
を
明
ら
か

に
し
た
い
の
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
も
そ
も
何
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
が
不
透
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
被
害
者
本
人
が
名
乗
り
出
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」
と
し
た
こ
と
は
、
被
害
者
を
さ
ら
に
追
い
詰
め
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
政
府
に
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

六


